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「住民票の写し」「印鑑登録証明書」の様式が変わります
　町の住民基本台帳管理システムを、国が定めた標準様式に変更することに伴って「住民票の写
し」と「印鑑登録証明書」の様式を12月22日㈪に一括改製します。

■住民票の写しの様式
　横型の住民票から縦型に変わります。変更後は最新の情報および転入前の情報が記載されます。
　　※12月22日㈪以降に町内で転居をされた方は、１つ前の住所も記載されます。

■印鑑登録証明書の様式
　印鑑登録証明書についても、住民票の写しと同じく縦型に変わります。
　なお、現在「印鑑登録証」をお持ちの方はそのまま使用できます。再登録の必要はありません。
■その他の証明書などの様式について
　「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、安平町の行政システムも「標準
準拠システム」に移行することとなりました。12月22日㈪以降、住民票の写しや印鑑登録証明書に
加え、納付書などの様式も変更となります。あらかじめご承知おきください。
■コンビニ交付の停止
　住民記録システム、印鑑登録システムの標準化に伴い、移行作業期間中はコンビニエンスストア
などでの交付が利用できなくなります。
　停止期間　12月21日㈰　23時 ～ 12月27日㈯　６時30分

問合せ　税務住民課戸籍グループ　☎㉒2940

様式が変わる前の情報
　改製前の住民票の写しは「改製原住民票」の写しとして記録されています。12月22日㈪以前の住所異
動や氏名などの変更履歴が必要な場合は「改製住民票」の写しを交付しますので、お申し出ください。

「プロが教える！プレミアム遺言書作成＆
保管申請マスター講座」開催のお知らせ

　この講座では、遺言書の専門家が遺言書の基本的な書き方を解説します。遺言書作成から法務局
における保管申請まで体験できる講座となっており、初めての方でも安心して参加できますので、
ぜひお申し込みください。
日　　時　令和８年１月15日㈭　９時30分～11時15分
会　　場　札幌法務局苫小牧支局２階　会議室　　　　　　　定　　員　５名
申込方法　支局窓口または電話にてお申し込みください　　　申込期限　令和８年１月９日㈮
申込先・問合せ　札幌法務局苫小牧支局総務課　☎0144㉞7151


